


卒業後すぐに秋田県内の特定施設等で
看護職員として働く意思がある方が対象と
なる奨学金制度です。5年間継続して業務
に従事することで、奨学金の返還が免除さ
れます。

【貸与金額】36,000円/月

【免除条件】
■卒業と同時に必要な看護職員の免許を取得すること
※猶予期間：卒業後1年6カ月以内

■免許取得後ただちに各地方の特定施設に就職すること
■県内の特定施設で5年間または7年間(200床以上の病
院・令和7年度入学生からの適用)継続して勤務する
こと ※特定施設については各地方の公共団体にお問い合わせください
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※実施していない地方公共団体もありますので、各地方
公共団体のホームページをご確認ください。

大学・短期大学の新卒県内就職者を対
象に、奨学金の返還が助成される制度で
す。卒業後、秋田県で働くと、最大60万円
が助成されます。

【助 成 率】年返還額の２/３
【助成上限額】133,000円/年
【助成期間】奨学金貸与期間が通算３年を超える場合

3年間（36カ月分）
同２年以上３年以下の場合

2年間（24カ月分）
【対 象 外】■国家公務員・地方公務員に雇用されている場合

■独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、
地方独立行政法人等に雇用されている場合

認
定
申
請

奨
学
金

返
還
開
始

秋田県

奨学金返還助成

就職1年目 就職２・３・４年目 就職5年目以降

※各市町村が実施する奨学金返還助成制度と併用できる場合があり
ます。詳細は、各市町村のホームページでご確認ください。

各市町村

奨学金返還助成

本学を卒業後に看護師国家試験に合格し、在学
中に奨学金貸与を受けていた病院に一定期間以
上勤務するなどの条件を満たすことで、在学中に
貸与を受けていた奨学金の返済が免除される制
度です。

【貸与金額】30,000円～60,000円/月
（希望病院により異なる）

■募集時期や条件は病院により異なります。また、
病院の予算状況により、募集のない年度もござい
ますのでご了承ください。詳細は各病院にお問い
合わせください。

■基本的には入学後の申請となりますが、入学前に
募集期間を設ける施設がございますので、各病院
のホームページ等をお早めにご確認ください。

【例】秋田赤十字病院の場合
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特待生Ａ制度
■対象者 一般入学選抜の成績が上位

の者２名
■免除額 年間授業料の全額（100%）
■免除期間 入学後１年間

特待生Ｂ制度
■対象者 前年度の修得単位数が標準数

を超え、かつ学業成績が上位
の者４名

■免除額 年間授業料の半額（50%）
■免除期間 対象となった学業成績等の

属する年度の翌年度1年間

日本学生支援機構が実施する奨学金制度です。
給付型奨学金の対象となれば、授業料・入学金も
免除、又は減額されます。詳細は、日本学生支援
機構の公式ホームページをご確認ください。

【秋田県の場合】 【秋田県の場合】

※実施していない市町村もありますので、各市町村のホームページ
でご確認ください。


